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庄内観光コンベンション協会  規約 

 

 

第１章 総    則 

 

(名称) 

第１条 この会は、庄内観光コンベンション協会（以下「協会」）という。 

(事務所) 

第２条 協会は、事務所を三川町大字横山字袖東１９－１に置く。 

(目的) 

第３条 協会は、庄内地域での観光及びコンベンションの振興を図ることにより、交流人口の増

加、地域の活性化及び国際相互理解の増進に資することを目的とする。 

(事業) 

第４条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(１) 庄内地域の総合的ＰＲ及び情報の発信 

(２) 観光宣伝の実施及び受入対策の樹立と推進 

(３) コンベンションの企画、誘致、開催支援及び広報 

(４) 基礎資料の収集、調査及び条件整備 

(５) その他目的を達成するために必要な事業 

 

第２章  会    員 

 

(会員) 

第５条 協会は、第３条の目的に賛同する次の会員をもって組織する。 

(１) 第１種会員 個人又は法人並びに団体であって会費（１口１万円で２口以上）を納入

する者 

(２) 第２種会員 山形県及び関係市町村であって負担金を納入する者 

(入会) 

第６条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、承認を受けなければならない。 

(会費) 

第７条 会員は、会費又は負担金を納めなければならない。 

２ 会費又は負担金の額は、総会で定める。 

３ 既納の会費はいかなる事由があっても返還しない。 

(退会) 

第８条 会員は、退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。 
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第３章 役員及び職員 

 

(役員) 

第９条 協会に次の役員を置く。 

(１) 会  長 １名 

(２) 副 会 長 ４名 

(３) 専務理事 １名 

(４) 常務理事 １名 

(５) 理  事（会長、副会長、専務理事及び常務理事を含む。） 

１０名以上１５名以内 

(６) 監  事 ２名 

(役員の選任等) 

第１０条 理事及び監事は、総会で選任し、会長、副会長、専務理事及び常務理事は理事の互選

により定める。 

２ 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。 

(役員の職務) 

第１１条 会長は、協会を代表し、協会の業務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代行

する。 

３ 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、業務を総括するとともに、会長及び副会長に

事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を処理する。 

４ 常務理事は、経常的な業務を処理する。 

５ 理事は、理事会を組織し、協会の業務を執行する。 

６ 監事は、協会の会計及び業務を監査し、総会において報告する。 

(役員の任期) 

第１２条 役員の任期は３年とし、再任を妨げない。 

２ 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。 

３ 役員が任期途中で退任した場合、又は任期が満了した場合においても後任者が就任す

るまでは、その職務を行う。 

(事務局) 

第１３条 協会の事務を処理するため、事務局を設ける。 

２ 事務局の職員は会長が任免する。 

３ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。 

(顧問及び参与) 

第１４条 協会は顧問及び参与を置くことができる。 

２ 顧問及び参与は会長が委嘱する。 
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第４章 会    議 

 

(総会の構成) 

第１５条 総会は会員をもって組織する。 

(総会の招集) 

第１６条 通常総会は、毎年１回事業年度終了後３月以内に会長が召集する。 

２ 臨時総会は、理事会が必要と認めるときに、会長が召集する。 

(総会の議長) 

第１７条 総会の議長は、会長がこれにあたる。 

(総会の議決事項) 

第１８条 総会は、次に掲げる事項を議決する。 

(１) 規約の制定又は改廃 

(２) 理事及び監事の選任 

(３) 事業計画及び収支予算に関する事項 

(４) 事業報告及び収支決算の承認に関する事項 

(５) 会費及び負担金に関する事項 

(６) その他協会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認める事項 

(総会の定足数) 

第１９条 総会は、会員現在数の２分の１以上の出席がなければ開会することができない。 

(総会の表決) 

第２０条 総会の議決はこの規約に特別の定めがある場合を除き、出席会員の過半数をもって決

し、可否同数のときは、議長がこれを決する。 

(総会の書面表決等) 

第２１条 やむを得ない事由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につ

いて、書面をもって、又は他の会員に委任して表決することができる。 

２ 前２条の規定の適用については、前項の規定により書面をもって表決し、又は表決を

委任した会員は、当該総会に出席したものとみなす。 

(理事会の招集) 

第２２条 理事会は、会長が招集する。 

(理事会の議決事項) 

第２３条 理事会は、この規約に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。 

(１) 総会に附議する事項及び総会から附託された事項 

(２) 総会の権限に属する緊急事項 

(３) 規程の制定改廃 

(４) その他必要な事項 

２ 前項第２号の規定に基づいて決定した事項は、次期総会において承認を求めなければ

ならない。 
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(理事会の議長) 

第２４条 理事会の議長は、会長があたる。 

(理事会の定足数) 

第２５条 理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。 

(準用) 

第２６条 第２０条の規定は、理事会について準用する。この場合において、規定中「総会」と

あるのは「理事会」と、「会員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。 

(議事録) 

第２７条 総会及び理事会においては、議事録を作成し、議長及び出席者の代表２名以上が署名

押印の上、保存しなければならない。 

(委員会等) 

第２８条 協会に、第４条に定める事業を遂行するため、理事会の議決を経て委員会等を置くこ

とができる。 

２ 委員会等に関する規程は、理事会の議決を経て会長が別に定める。 

 

第５章 会    計 

 

(会費等) 

第２９条 協会の会計は、会費・負担金・補助金及びその他の収入をもってあてる。 

(事業計画及び収支予算) 

第３０条 協会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、理事会の議決を経て毎年度の通常総

会において議決する。 

２ 前項にかかわらず、通常総会までの間に当該年度において必要な予算は、会長の専決

により執行することができる。 

３ 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した収支予算による収入及び支出とみ

なす。 

(事業報告及び収支決算) 

第３１条 協会の事業報告及び収支決算は、会長が作成し、監事の監査を経て理事会及び総会の

承認を得なければならない。 

(事業年度) 

第３２条 協会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年の３月３１日に終わる。 

 

第６章 規 約 の 変 更 

 

(規約の変更) 

第３３条 この規約は、総会において、出席会員数の４分の３以上の議決を経なければ変更する

ことはできない。 
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第７章 補    則 

(委任) 

第３４条 この規約の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 

 

 

附則 

１ この規約は、平成１２年４月１日から施行する。 

２ 協会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第１８条及び第３０条第１項の規定にかかわ

らず、設立総会の定めるところによる。 

３ この規約は、平成１３年５月２２日から施行する。 

４ この規約は、平成１４年５月１７日から施行する。 

 


